
 

高度救命機器等定期点検業務委託仕様書 

 

第１章 総則 

 １ 目的 

   本仕様書は見附市が委託する「高度救命機器等点検業務」の要領について定める。 

  

 ２ 概要 

   救急自動車積載の救急資器材である「半自動式除細動器、人工呼吸器、自動心臓マッサージ

器」、また見附消防署に備えている「オゾンガス生成器、オゾン水生成装置」の機能維持に係る

点検及び保守管理を行うもの。 

  

 ３ 条件 

  (１) 点検はこの仕様に適合して行うこと。 

  (２) 救急資器材等の医療機器を十分に理解し、かつ、点検業務に熟練した者が点検を行うこと。 

 

 ４ 仕様の変更 

   点検は、使用の目的が十分に達成されるように行うとともに技術上変更を要する場合は担当

者と協議し、承認を得ることができた場合にのみに限り仕様の変更を可能とする。 

 

 ５ 事故防止 

  (１) 点検にあたって、安全管理及び事故防止に万全の注意を払うこと。  

（２）点検作業中、もし事故が発生した場合は速やかに担当者に報告するとともに必要な指示を

受けるものとする。 

 

第２章 仕様 

 １ 点検資器材明細 

   別紙１のとおり。 

 

 ２ 点検項目 

   別紙２のとおり。 

 

 ３ 代替品 

   点検を行うにあたり、代替品が必要な場合は持参し、業務完了まで積載している対象救急車に設

置することとし、救急活動に支障が生じることのないよう万全を期すこと。 

 

 



４ 点検時の注意事項 

    点検を実施する際、次の事項を遵守すること。 

(１) 点検の着手及び完了時は担当者に報告すること。   

(２) 点検中、点検業務に支障が生じた場合は作業を中断し、作業の中止または続行について担当

者の指示を受けること。 

(３) 点検の結果、救急資器材に維持管理上の不具合が確認された場合、即時対応できるものはそ 

  の場で対応し、修理が必要な場合は点検結果報告書を提出する以前において早急に担当者に連

絡をして対応を協議すること。 

 

５ 使用器具 

  点検に必要とする工具、測定器は原則として受注者の負担によるものとする。 

 

６ 提出書類等 

  点検後、下記の書類を提出すること。 

  (１) 点検結果報告書 

    (２) 修理を要する部分の詳細説明書及び見積書 

  (３) その他見附市が指示及び指定するもの。 

 

７ 履行場所 

  (１) 新潟県見附市昭和町２丁目６－３３ 見附市消防本部 

  (２) 新潟県見附市今町３丁目５－２４  見附市消防署今町出張所 

 

８ 履行期限 

  令和６年１０月３１日 

 

９ 支払条件 

  代金の支払いについては点検結果報告書が提出された後、請求書に基づき支払うものとする。 


